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ケーブルテレビ業界の概要
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業界状況（2019年3月末）

日本ケーブルテレビ連盟加盟の
ケーブルテレビ事業者数

363社

総接続世帯数 2,695万世帯

世帯接続率 46.1％

多チャンネル加入世帯数 796万世帯

インターネット接続加入世帯数 923万世帯

電話サービス加入世帯数 858万世帯

ＭＶＮＯ加入回線数 ※約11万回線
（90社）
※2019年11月末
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連盟・業界としての主な取組について
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■権利・法令遵守委員会
ケーブルテレビ事業者の営業施策と消費者保護の
両面について、法令に則った 適切な対応が可能と
なるよう、本委員活動を通じて周知・啓蒙に取り組
んでいる。

■顧客対応塾（次世代リーダー育成塾）
基本運営委員会の中で、業界の明日を担う人財の
育成を目的として実施する研修。

■支部

「お客様のお困りごと」「利用状況の問題」
等を苦情削減の重要課題とし、対策委員会
を設置している。

（例）東海支部＝「地域営業力向上検討委
員会」など
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(一社)日本ケーブルテレビ連盟においては、会員事業者に対して、①本会合の結果等の情報共有、注意喚起を実施し、また、②毎年消
費者保護に関する会員事業者向けセミナーを開催し、更に、③消費者保護ルールに係る本連盟独自の解説資料を作成し会員事業者
に共有、活用を促しているところ。引き続き、消費者保護の充実。向上に係る取組や訪問販売の適正化に向けた取り組みの強化が求め
られる。
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業界団体としての主な取組について

平成30年度消費者保護ルール実施状況のモニタリング（評価・総括）/今後の対応・取組の方向性等
【ケーブルインターネットサービス】より抜粋

①モニタリング調査結果を会員へフィードバックし（支部長会議、権利・法令遵守委員会）し注意
喚起と 改善を指導、事業エリア内の消費生活センターへの定期訪問を推奨し連携することで、
情報共有し苦情低減に繋げている（連盟は国民生活センターを訪問）

②全国11支部で説明会（コンプライアンス系）を毎年開催。周知、啓発活動を継続して実施。

③電気通信事業法の一部改定に伴い消費者保護ルールに関するガイドラインを会員に周知徹底。
代理店届出制度に関するQ＆Ａに業界独自の注釈や解説を織り込み会員に配布。

④業界団体としてお客様相談窓口を設置し、事業者に適切なエスカレーションを実施し指導改善。
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業界団体としての取組について（前項②、③）
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③代理店届出制度Q＆Aの業界版を作
成し、配布並びに説明

②全国説明会を実施し啓発活動を継続
（全国11か所の支部単位で毎年開催）

北海道

東 北

東海

信越

近畿

北陸

中国

四国
九州
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その場で解決
①エリア照会や事業者照会
②CATVに関する一般的な質問
③事業者への質問前段階の確認
④自主基準の解釈

取次
当該事業者への取次
（業界団体を事業者と同一視する
場合のエスカレーション機能）

調査／ヒヤリング
苦情の場合の事実関係の確認を実施。
当該事業者に対し報告を求める。
（消費者への配布物等も提出させる）
直接営業員に連絡を取ることもある。

説明／指導
消費者への説明及び

当該事業者への指導。

業界団体
による

お客様相談

業界団体としての主な取組について （前項の④）
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事業者取組事例 ①

7

２．作業目的

配・分岐器で分配をおこなう仕組みとなっております。

≪共視聴設備の仕組み≫

　   イッツコムSIM等）のご案内をさせて頂きます。

から混入される雑音（電化製品等から発せられる微弱な電気信号。ノイズとも言います）
の混入を低減させ、建物内のテレビ信号の信号品質の確認、向上を行わせていただく作業とな
っております。

建物内のテレビ信号は、お住まいの皆様の共視聴設備を通り、全戸へ配信されておりますの
で、皆様が本作業にご協力いただくことにより、建物全体の信号品質の向上に繋がります。
何卒ご理解とご協力の程、お願いいたします。

３．作業説明および各種サービス案内内容

イッツコム幹線【設備①】より受信した信号は、棟内共用部設備を通じて各専有室内テ
レビ端子【設備②】へ配信されております。

一般放送やイッツコムサービス（有料サービス）のご利用に必要な適正なテレビ信号が
末端のテレビ端子までお届けできるよう、建物共用部の増幅器【設備③】での調整や、分

　　    専有室内作業の際に、当該作業内容のご説明やご利用可能なサービス（インターネットサー
　   ビス・固定電話サービス・多チャンネルサービス・インテリジェントホーム・東急でんき＆ガス

　　※作業にお伺いの際、お客さまご了承のもとサービス説明をさせていただきます。

この度の作業は、専有室内テレビ端子の状態を確認・交換作業を行う事で、テレビ端子

改修作業となっておりますので、皆様ご協力くださいますようお願い申し上げます。
いただきたきます。なお、本作業は、「共視聴設備の４Ｋ等次世代放送へ対応準備」も兼ねた
住戸（専有室内）のテレビ端子の確認、交換作業、共用部における信号確認作業を実施させて
　弊社光ファイバーへの切り替えを見据えての信号品質の確認、および向上を目的とした各

訪問目的を明確化し、大きく表記。CATVの仕組みの図も挿入。

全戸へのご協力の呼びかけを丁寧に分かりやすく記載。

サービス案内を大きく明確に表記。

お客さまの声を受け、How to 工事同行営業ガイドライン・事前配布資料等の
見直しを実施。 *下は見直し後の事前配布資料抜粋

訪問目的の明確化

訪問・立ち入り目的の明確化

作業内容・提供サービスの丁
寧な記載と内容の明確化
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ケーブルテレビ事業の営業活動における 消費者保護に関する自主基準及びガイドライン
（平成29年12月20日改訂版より抜粋）
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【70歳以上のお客さまと契約する場合】
🔶🔶 営業員から、ご家族等へ電話・同席によるご説明を実施。さらに、営業員の上長からお客さまに電話で
申込内容を確認している。

🔶🔶 ご家族の立ち合い等が困難場合は、お客さまから申込内容を記載した確認書を返送いただき、
営業員の上長からお客さまに架電し申込内容を確認した上で、営業員が再度ご訪問している。

🔶🔶 70歳以上のお客さまか否かにかかわらず、サービスのお申し込みに際してご確認いただきたい事項として、
ご家族等へのご説明の希望有無を確認している。

事業者取組事例 ②

（適合性の原則）
第６条 事業者は、消費者の知識及び経験並びにサービス提供契約を締結する目的に照らして、消費者に理解されるために必要な方法及び程度で提供

条件概要説明を行わなければならない。

２ 事業者は、サービスの提供により、高齢者等のように特に配慮が必要と考えられる消費者に勧誘を行う場合においては、当該消費者への分かり
やすい説明を心がけるよう特に配慮しなければならない。

＜ガイドライン＞
第６条 1 項の 説明とは,平均的な消費者が理解することができると推定できる程度に理解しやすい内容及び方法で情報を伝達することが必要とされる

ものである。また、事業者は消費者に対して、契約の締結前に説明事項分かりやすく記載した書面を交付し、これに基づき口頭で対面により説明するこ
とを原則とする。※高齢者の判断の基準は難しいが、７０歳以上を目処とする。

国民生活センターからは、７０歳以上の苦情件数が最も多いとの指摘あり。
（参考：平成２８年度苦情件数：１，８３６件、年代別苦情件数：７０歳以上３７.８％、６０歳代１５.６%、）

したがって、例えば７０歳代の高齢者と契約する場合には、専用資料を使用する、親族等の同席を求める、上司等複数の者が利用者のサービス内容に
対する理解度を確認する、等の配慮をすること。

特に、親族等の確認を取ることができない状態でサービス提供契約を締結する場合には、即時の契約ではなく申し込みを受けた後、日を改めて訪問す
るなどして、契約の意思を再確認した後に契約することが望ましい。

ガイドラインの内容に則り 以下の通り独自の取り組みを実施している
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